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平成２３年９月２０日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官 

平成２２年（行ケ）第１０３６９号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年９月８日 

判 決 

原 告   アレックスエンジニアリング株式会社 

（審決記載の請求人の本店所在地及び商号 エクセラ株式会社） 

原 告 引 受 承 継 人   Ｆ ． Ｔ Ｅ Ｃ 株 式 会 社 

両会社訴訟代理人弁護士   吉 田  肇 

      前 田 麻 衣 

      長 谷 川  武  治 

    復代理人弁護士   福 﨑  浩 

        弁理士   福 島 三 雄 

      向 江 正 幸 

      高 崎 真 行 

      川 角 栄 二 

被 告   株 式 会 社 石 野 製 作 所 

訴 訟 代 理 人 弁 護 士   飯 田 秀 郷 

       栗 宇 一 樹 

      大 友 良 浩 

      隈 部 泰 正 

      和  氣  満 美 子 

      戸  谷  由 布 子 

      辻 本 恵 太 

      林    由 希 子 

      森 山 航 洋 

        弁理士    日 髙 一 樹 
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      渡 邉 知 子 

 

主 文 

原告及び原告引受承継人の請求を棄却する。 

訴訟費用は原告及び原告引受承継人の連帯負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 原告及び原告引受承継人が求めた判決 

特許庁が無効２００８－８００１０８号事件について平成２２年１０月２１日に

した審決を取り消す。 

 

第２ 事案の概要 

本件は，原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり，被告が

特許権者である。 

争点は，本件特許のうち請求項１の本件発明が，当業者において本件出願前に頒

布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。なお，本件

発明が，別の刊行物である甲第７号証に係る願書に最初に添付された明細書又は図

面記載の発明と実質的に同一か否かも審判の段階では争われたが，本件訴訟ではこ

の判断の当否は争点になっていない。 

以下において，審判手続について「原告」というときは請求人であった原告を指

し，それ以外の場合に「原告」というときは原告及び原告引受承継人を指す。 

１ 特許庁における手続の経緯 

被告は，平成１２年９月２９日，名称を「飲食物容器の供給方法及びその装置」

とする発明につき特許出願し，平成１９年１１月３０日，本件特許設定登録を受け

た（特許第４０４６４６７号，請求項の数は１０）。 

本件特許につき，エクセラ株式会社は，平成２０年６月１２日，請求項４，７，
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８及び１ないし３の発明につき無効審判請求をしたところ，特許庁はこれを無効２

００８－８００１０８号事件として審理した上で，平成２１年１１月９日，請求項

４，７，８及び１ないし３の発明に係る特許を無効とするとの第１次審決をした。 

被告は第１次審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起するととも

に（平成２１年（行ケ）第１０３９５号），平成２２年３月２日，特許庁に対して訂

正審判請求をしたところ，知的財産高等裁判所は，平成２２年５月２４日，特許法

１８１条２項に基づき，第１次審決を取り消すとの決定をした。 

被告は，その後の平成２２年６月１８日，特許請求の範囲の記載のうち，請求項

２ないし４，７及び８を削り，請求項５，６，９，１０を請求項２ないし５に順次

繰り上げ，かつ各請求項の記載の一部を改めるとともに，明細書の発明の詳細な説

明の記載の一部を改める旨の訂正請求を行い（本件訂正），その結果，被告の上記訂

正審判請求は取り下げたものとみなされた（特許法１３４条の３第４項）。 

特許庁はさらに審理を行った上で，平成２２年１０月２１日，「訂正を認める。本

件審判の請求は，成り立たない。」との第２次審決をし，その謄本は平成２２年１０

月２９日に原告に送達された（以下において「審決」というときは，この第２次審

決を指す。）。当初の審判請求人であるエクセラ株式会社は平成２１年７月１日本訴

原告に吸収合併されたが，第１次審決及び第２次審決においては「請求人」として

エクセラ株式会社の本店所在地及び商号が表示されている。 

原告引受承継人は，平成２３年２月１日，吸収分割により，原告の各種コンベア

等の設計・製作に関する事業を承継し，当裁判所の引受決定に基づき，原告として

本件訴訟を引き受けた。なお，原告は平成２３年３月１７日に解散した。 

２ 本件発明 

本件発明は，いわゆる回転寿司の店舗において，搬送装置を使用して客の注文に

応じて飲食物を供給する方法及び同方法に用いる装置に関する発明のものであり，

本件訂正後の請求項の数は前記のとおり５であるが，そのうち本件発明（請求項１）

の特許請求の範囲は以下のとおりである。 
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【請求項１（本件発明）】 

「厨房内の飲食物容器の供給部から搬送方向に向かって往復移動する搬送手段を

設け，前記供給部において前記搬送手段の定位置には飲食物容器の保持部を有し，

注文客より注文を受付け，厨房内にて盛りつけられた注文品を載せた飲食物容器を

前記保持部に載置したのち，前記搬送手段を作動させて前記飲食物容器を前記供給

部から前記注文客の近傍であって前記注文客が前記注文品を取ることができる位置

まで搬送して停止させ，前記飲食物容器が前記注文客に取られたのち前記保持部が

前記供給部に戻るとともに，客が飲食物を取って飲食するために，飲食物が載置さ

れた飲食物容器が順次搬送される無端状をなす搬送路を備え，該搬送路により囲ま

れた中央の空間部内に，前記搬送手段で搬送する前記注文品を載せた飲食物容器と

前記無端状をなす搬送路により搬送される飲食物容器とが客に区別されるように，

前記搬送手段の移動速度を，前記搬送路の循環搬送速度よりも速くし，かつ前記搬

送手段の搬送面の高さを，前記搬送路の搬送面よりも若干高くした前記搬送手段を

設けたことを特徴とする飲食物容器の供給方法。」 

３ 原告が審判で提出した証拠方法及び主張した無効理由 

(1) 証拠方法 

【甲第１号証】特開昭５８－１３８４１５号公報 

【甲第２号証】特開昭５６－６０５１３号公報 

【甲第３号証】特開昭５３－１２８８７２号公報 

【甲第４号証】特開昭６１－１３５６１１号公報 

【甲第５号証】特開平６－２１１３４６号公報 

【甲第６号証】実開平７－３４１５号公報（実願平５－４０２８６号のマイクロ

フィルム） 

【甲第７号証】特願平１１－３７０７１２号（特開２００１－１４５５５２号公

報） 

【甲第８号証】特開平１１－１６４７６４号公報 
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【甲第９号証】特開平５－２４５０３３号公報 

【甲第１０号証】実開昭６１－１１３６７２号公報（実願昭５９－２００６７２

号のマイクロフィルム） 

【甲第１１号証】特開昭５２－１４３４３２号公報 

【甲第１２号証】特開平１０－３３１６号公報 

【甲第１３号証】特開昭５７－１３１６１６号公報 

【甲第１４号証】実開平２－８０８１６号公報（実願昭６３－１６１５６０号の

マイクロフィルム） 

【甲第１５号証】特開平８－２３７９９５号公報 

【甲第１６号証】吉川和光著「実践メカトロニクス アクチュエータ」（産業図書

株式会社，昭和５８年９月３０日発行）４～７頁 

【甲第１７号証】塩田泰仁・谷口雄三著「実践メカトロニクス センサ」（産業図

書株式会社，昭和５８年１０月２５日発行）５，６頁 

【甲第１８号証】武藤一夫著「メカトロ技術基礎用語辞典」第２版（工学図書株

式会社，平成３年１０月２０日発行）３３頁 

【甲第１９号証】実開昭５０－８６０３１号公報（実願昭４８－１４０１１５号

のマイクロフィルム） 

【甲第２０号証】実開昭５３－１４８００２号公報（実願昭５２－５１５００号

のマイクロフィルム） 

【甲第２１号証】実開昭４８－９４３３９号公報（実願昭４７－１７５８１号の

マイクロフィルム） 

【甲第２２号証】特開平１１－４６９５９号公報 

【甲第２３号証】特開昭６０－１４８５１４号公報 

【甲第２４号証】実開昭５５－１５００７５号公報（実願昭５４－４９６９７号

のマイクロフィルム） 

【甲第２５号証】特開２０００－４１８２３号公報 
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(2) 無効理由（ただし，本件訂正によって削除された請求項２ないし４，７及

び８に関するものを除き，本件訂正後の請求項１に係る本件発明についてのものの

み。） 

・無効理由３ 

本件訂正後の本件発明は，①甲第８号証に記載された発明に甲第４号証に記載さ

れた発明及び甲第１０，２３，２４号証に記載された周知技術を適用することに基

づき，又は②甲第８号証に記載された発明に甲第１ないし３，５，６号証に記載さ

れた発明ないし周知技術及び甲第１０，２３，２４号証に記載された周知技術を適

用することに基づいて，当業者において容易に発明することができたものであるか

ら，進歩性を欠く。 

・無効理由４ 

本件訂正後の本件発明は，①甲第１０号証に記載された発明に甲第４ないし６，

８号証に記載された発明を適用することに基づき，②甲第１０号証に記載された発

明に甲第１ないし３，８号証に記載された発明を適用することに基づき，③周知の

無端状搬送路（環状の搬送路）に甲第４ないし６，８号証に記載された発明を適用

することに基づき，又は④周知の無端状搬送路に甲第１ないし３，８号証に記載さ

れた発明を適用することに基づいて，当業者において容易に発明することができた

ものであるから，進歩性を欠く。 

４ 審決の理由の要点 

(1) 無効理由３について 

【甲第８号証に記載された発明（甲８発明）】 

「調理場から店内に個別注文の寿司を送るためのベルトコンベアである高速搬送

レーンを設け，調理場において個別注文の寿司はネタ皿に乗せられ，高速搬送レー

ンによって店内に送られ，スタッフがネタ皿を適当位置で取り上げ，注文のあった

顧客カウンターにおくものであって，周期道を描いてネタ皿を巡回搬送するクレセ

ントチェーンを備え，該クレセントチェーンの内周側に，クレセントチェーンの移
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動速度以上の移動速度をもった高速搬送レーンを配設した，飲食物の搬送装置。」 

【甲８発明と本件発明の一致点】 

「厨房内の飲食物容器の供給部から搬送方向に向かって移動する搬送手段を設け，

前記供給部において，注文客より注文を受付け，厨房内にて盛りつけられた注文品

を載せた飲食物容器を載置したのち，前記搬送手段を作動させて前記飲食物容器を

前記供給部から搬送するとともに，客が飲食物を取って飲食するために，飲食物が

載置された飲食物容器が順次搬送される無端状をなす搬送路を備え，該搬送路によ

り囲まれた中央の空間部内に，前記搬送手段の移動速度を，前記搬送路の循環搬送

速度よりも速くした前記搬送手段を設けた飲食物容器の供給方法」である点 

【甲８発明と本件発明の相違点】 

・相違点１ 

「搬送手段」が，本件発明では「往復移動する」ものであるのに対し，甲８発明

では，「移動する」ものではあるが，「往復」するかどうか明らかでない点 

・相違点２ 

本件発明では，供給部において「搬送手段の定位置には飲食物容器の保持部を有

し」ているのに対し，甲８発明では，そのような特定がない点 

・相違点３ 

本件発明では，搬送手段を作動させて飲食物容器を供給部から「注文客の近傍で

あって前記注文客が前記注文品を取ることができる位置まで搬送して停止させ，前

記飲食物容器が前記注文客に取られたのち前記保持部が前記供給部に戻る」のに対

し，甲８発明では，搬送手段を作動させて飲食物容器を供給部から「搬送」するも

のではあるが，その他の特定がない点 

・相違点４ 

本件発明では，「搬送手段で搬送する注文品を載せた飲食物容器と無端状をなす搬

送路により搬送される飲食物容器とが客に区別されるように，前記搬送手段の移動

速度を，前記搬送路の循環搬送速度よりも速くし，かつ前記搬送手段の搬送面の高



 - 8 - 

さを，前記搬送路の搬送面よりも若干高くした」のに対し，甲８発明では，「前記搬

送手段の移動速度を，前記搬送路の循環搬送速度よりも速くし」ているが，その他

の特定がない点 

【甲８発明との対比での容易想到性に係る審決の判断（１７，１８頁）】 

「（相違点３について） 

甲４発明は，『いずれかの食卓から注文がなされると，列車は指示された食卓まで

進んで停止し，』『再走行，帰着を行う』ものであるから，『注文客の近傍であって前

記注文客が前記注文品を取ることができる位置まで搬送して停止させ，前記飲食物

容器が前記注文客に取られたのち前記保持部が前記供給部に戻る』ものといえる。 

しかしながら，甲８発明は，・・・最少人数のスタッフを回転飲食台に専属従事さ

せることを前提として，高速搬送レーンによって送られるネタ皿をスタッフが取り

上げるものであるから，注文客が取ることを想定していない。そうすると，注文客

が取ることを前提とする甲４発明の『注文客の近傍であって前記注文客が前記注文

品を取ることができる位置まで搬送して停止させ，前記飲食物容器が前記注文客に

取られたのち前記保持部が前記供給部に戻る』との技術事項を甲８発明に適用する

動機付けがない。よって，当業者といえども甲４発明を甲８発明に適用して相違点

３に係る本件発明のように構成することが容易になし得たこととはいえない。 

また，甲第１号証～甲第３号証，甲第５号証，甲第６号証にも甲４発明と同様の

技術事項が記載されているとしても，上記と同様の理由により，それらの技術事項

を甲８発明に適用して相違点３に係る本件発明のように構成することが容易になし

得たこととはいえない。」 

「（相違点４について） 

甲第１０号証には・・・無端状の二重の搬送路を設ける際に，内側の搬送路の搬

送面を外側の搬送路の搬送面より高くする点が記載されている。また，甲第２３号

証，甲第２４号証にも同様の技術事項が記載されている。  

しかしながら，甲８発明は，上記（相違点３について）で述べたとおり，高速搬
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送レーンによって送られるネタ皿をスタッフが取り上げるものであるから，注文客

が取ることを想定していない。そして，記載事項（ト）（判決注：甲第８号証の段落

【００１１】）には，『高速搬送レーンは，顧客の目の前を移動するクレセントチェ

ーンの奥に位置する別ルートの搬送路であるから，他の顧客は高速搬送レーン上を

移動するネタ皿を取ることは出来ない。』と記載されている。そうすると，甲８発明

においては，『搬送手段で搬送する注文品を載せた飲食物容器と無端状をなす搬送路

により搬送される飲食物容器とが客に区別されるように』する必要が生じず，甲８

発明に甲第１０号証，甲第２３号証，甲第２４号証に記載された技術事項を適用す

る動機付けがない上に，仮に適用しても『搬送手段で搬送する注文品を載せた飲食

物容器と無端状をなす搬送路により搬送される飲食物容器とが客に区別されるよう

に』する点に想到することはできない。 

よって，甲８発明に甲第１０号証，甲第２３号証，甲第２４号証に記載された技

術事項を適用して相違点４に係る本件発明のように構成することが容易になし得た

こととはいえない。」 

「以上の点から，相違点１，２の検討をするまでもなく，本件発明は，甲第８号

証，甲第４号証に記載された発明，及び甲第１０号証などに記載された周知技術に

基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない。」 

(2) 無効理由４について 

【甲第１０号証に記載された発明（甲１０発明）】 

「皿載部を有するクレセントチエーンより成る飲食物搬送コンベアを，内側を高

く，外側を低く二重に設置すると共に，一方の折り返し端部を主調理場へ突入させ

た，飲食物搬送装置。」 

【甲１０発明と本件発明の一致点】 

「厨房内の飲食物容器の供給部から搬送方向に向かって移動する搬送手段を設け，

前記供給部において前記搬送手段の定位置には飲食物容器の保持部を有するととも

に，客が飲食物を取って飲食するために，飲食物が載置された飲食物容器が順次搬
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送される無端状をなす搬送路を備え，該搬送路により囲まれた中央の空間部内に，

前記搬送手段の搬送面の高さを，前記搬送路の搬送面よりも若干高くした前記搬送

手段を設けた飲食物容器の供給方法」である点 

【甲１０発明と本件発明の相違点】 

・相違点１ 

「搬送手段」が，本件発明では「往復移動する」ものであるのに対し，甲１０発

明では，「移動する」ものではあるが，「往復」するかどうか明らかでない点 

・相違点２ 

「搬送手段」が，本件発明では「注文客より注文を受付け，厨房内にて盛りつけ

られた注文品を載せた飲食物容器を前記保持部に載置したのち，前記搬送手段を作

動させて前記飲食物容器を前記供給部から前記注文客の近傍であって前記注文客が

前記注文品を取ることができる位置まで搬送して停止させ，前記飲食物容器が前記

注文客に取られたのち前記保持部が前記供給部に戻る」ものであるのに対し，甲１

０発明ではそのような特定がない点 

・相違点３ 

「搬送手段」が，本件発明では「前記搬送手段で搬送する前記注文品を載せた飲

食物容器と前記無端状をなす搬送路により搬送される飲食物容器とが客に区別され

るように，前記搬送手段の移動速度を，前記搬送路の循環搬送速度よりも速くし」

たものであるのに対し，甲１０発明ではそのような特定がない点 

【甲１０発明との対比での容易想到性に係る審決の判断（１９，２０頁）】 

「（相違点２について） 

甲４発明は，『食卓と厨房間を周回するものであって，飲食物を運ぶ模型列車を係

止する無端のチェーンドライブと，チェーンドライブ回転用モータとを備え，』『い

ずれかの食卓から注文がなされると，列車は指示された食卓まで進んで停止し，』『再

走行，帰着を行う』ものであるから，『注文客より注文を受付け，厨房内にて盛りつ

けられた注文品を載せた飲食物容器を前記保持部に載置したのち，前記搬送手段を
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作動させて前記飲食物容器を前記供給部から前記注文客の近傍であって前記注文客

が前記注文品を取ることができる位置まで搬送して停止させ，前記飲食物容器が前

記注文客に取られたのち前記保持部が前記供給部に戻る』ものといえる。 

しかしながら，甲１０発明の二重の飲食物搬送コンベアは，記載事項（ハ）（甲１

０の３頁１３行～４頁４行）に『両コンベア（１）（２）を同時に使用することによ

り，一挙に多量の飲食物を消化出来る』等記載されているように，同種のコンベア，

すなわち『客が飲食物を取って飲食するために，飲食物が載置された飲食物容器が

順次搬送される無端状をなす搬送路』を二重に備えたものであって，注文客より注

文を受付け，注文品を搬送することを想定していない。そうすると，甲４発明を課

題の異なる甲１０発明に適用する動機付けがない。 

よって，当業者といえども甲４発明を甲１０発明に適用して相違点２に係る本件

発明のように構成することが容易になし得たこととはいえない。 

また，甲第５号証，甲第６号証にも甲４発明と同様の技術事項が記載されている

としても，そして，環状の搬送路が周知のものであったとしても，上記と同様の理

由により，甲１０発明に甲第５号証，甲第６号証に記載された技術事項を適用して，

あるいは周知の環状の搬送路の内側に甲４発明，甲第５号証，甲第６号証に記載さ

れた技術事項を適用して，相違点２に係る本件発明のように構成することが容易に

なし得たこととはいえない。 

さらに，甲第１号証～甲第３号証にも甲４発明と同様の技術事項が記載されてい

るとしても，同様の理由により，甲１０発明に甲第１号証～甲第３号証に記載され

た技術事項を適用して，あるいは周知の環状の搬送路の内側に甲第１号証～甲第３

号証に記載された技術事項を適用して，相違点２に係る本件発明のように構成する

ことが容易になし得たこととはいえない。」 

「（相違点３について） 

甲８発明は上記（１）（ｉ）（判決注：無効理由３に係る対比）に記載したとおり，

飲食物容器が順次搬送される無端状をなす搬送路を備え，該搬送路により囲まれた
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中央の空間部内に，注文品を載せた飲食物容器を載置し，移動速度を，前記搬送路

の循環搬送速度よりも速くした搬送手段を設けたものである。 

しかしながら，甲１０発明は，上記（相違点２について）で述べたとおり，注文

客より注文を受付け，注文品を搬送することを想定していない。そうすると，甲１

０発明においては，「搬送手段で搬送する注文品を載せた飲食物容器と無端状をなす

搬送路により搬送される飲食物容器とが客に区別されるように」する必要が生じず，

甲１０発明に甲８発明を適用する動機付けがない。 

よって，当業者といえども甲１０発明に甲８発明を適用して相違点３に係る本件

発明のように構成することが容易になし得たこととはいえない。」 

「以上の点から，相違点１の検討をするまでもなく，本件発明は，甲第１０号証

に記載された発明，及び甲第４号証，甲第８号証に記載された発明，あるいは甲第

１～３号証，甲第５号証，甲第６号証に記載された発明，若しくは周知技術に基づ

いて，当業者が容易に発明をすることができたものではない。」 

(3) 原告は審判手続において，無効理由１及び２として本件訂正前の請求項に

ついても主張し，審決はこれらの無効理由についても判断しているが，審決は本件

訂正を認めているので，これらについては判断する必要がなかった。原告もその引

受承継人も，本件訴訟において，これらの無効理由に係る取消事由の主張をしてい

ない。 

 

第３ 原告及び原告引受承継人主張の審決取消事由 

１ 無効理由３についての容易想到性の判断の誤り（取消事由１） 

(1) 甲８発明及び甲４発明はいずれも寿司等の飲食物を搬送する装置に関す

る発明であって技術分野が共通するところ，甲８発明の高速搬送レーンと甲４発明

の配膳装置とは，いずれも客が注文した物品を搬送するコンベアであって，両者は

その使用目的及び用途が共通する。また，甲４発明の配膳装置は飲食物（ネタ皿）

を客が取れる位置まで搬送する装置である一方，甲８発明の高速搬送レーンは飲食
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物を客の近傍まで搬送する装置であるから，両装置の使用態様も近似する。そして，

甲８発明の高速搬送レーンと甲４発明の配膳装置とは，厨房と店内を繋ぐように配

置され，客が注文した商品を，注文した客が手に取ることができる位置まで搬送す

る点で構成が同一である。 

ここで，甲８発明も甲４発明もさらには本件発明も省力化を技術的課題の一つと

するところ，省力化を検討する際に，従前は人の手で行っていたことを自動化する

ことは当業者が当然に考慮する事柄であるし，甲第８号証の段落【０００８】にい

う「最小人数のスタッフ」を従事させることにはカウンター内のスタッフ（従業員）

を０にすることも含まれるから（甲第８号証の請求項１でも，スタッフに宛てて飲

食物を搬送するとの限定はされていない。），甲８発明の高速搬送レーンの上の皿を

スタッフが取り上げて客に手渡すことに代えて，皿を客の前で停止させ，客が自ら

皿を取り上げるように改めることは（相違点３に係る構成），当業者が容易に想到し

得ることである。なお，スタッフが高速搬送レーンの上の皿を常に取り上げて客に

提供することにすると，客席数や注文数が多くなればなるほど従業員が多数必要に

なるのであって，「従業員を最小人数にするということ，最小限の動きで効率的に捌

くこと」と，「常に従業員が注文品を取り上げて顧客に提供すること」とは相反し，

「最小人数の従業員を回転飲食台に専属従事させることを前提として，最小限の動

きで，顧客の注文を効率的に捌く」という技術的課題を解決する上で，従業員が常

に注文品を取り上げることは不可欠ではなく，むしろ有害ですらある。 

したがって，甲４発明の構成を甲８発明に適用する上で阻害要因は存せず，かか

る適用の動機付けがないということはできない。したがって，甲８発明の高速搬送

レーンの上の皿を客が取り上げることが想定されておらず，上記動機付けがないと

する審決の判断は誤りである。 

(2) 客が甲８発明の高速搬送レーンの上の皿を物理的に取り上げることがで

きないわけではなく（むしろ，甲第８号証の段落【００１１】の記載は，注文客以

外の客でも物理的に取り上げることができることを示唆している。），甲第８号証の
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段落【００１１】の記載や図１，２も，自己が取り上げることが許される性格の皿

ではないため，注文客以外の客が皿を取り上げることができないことを指摘するの

みである。また，前記(1)のとおり，甲８発明の高速搬送レーンの上の皿をスタッフ

が取り上げて客に手渡すことに代えて，皿を客の前で停止させ，客が自ら皿を取り

上げるように改めることは（相違点３に係る構成），当業者が容易に想到し得ること

にすぎない。 

そして，本件発明の搬送装置において搬送手段の位置を高くしているのは，客の

衣服等が搬送路の飲食物に付着する事態が生じることを避けて，客が注文した飲食

物を取りやすくするためであって，本件出願当時の周知技術にすぎず（甲１０，２

３，２４），甲８発明に甲４発明を適用したときに，内側の高速搬送レーンの位置を

高くすること（相違点４に係る構成）は当然である。 

(3) 甲８発明に甲４発明を適用することで，相違点１及び２に係る構成につい

ても，当業者において容易に想到することができる。 

(4) 結局，甲８発明と本件発明の相違点に係る構成の容易想到性についての審

決の判断には誤りがある。 

２ 無効理由４についての容易想到性の判断の誤り（取消事由２） 

(1) 本件出願日以前においても，循環搬送路に客から注文を受けた飲食物を載

せて客の近傍まで搬送することが行われていたところ（甲７０等），甲第１０号証中

の各記載に照らしても，調理人が客から注文を受け付け，注文に応じた飲食物をコ

ンベアに載せて客の近傍まで搬送することが排斥されていないことが明らかである。 

また，甲１０発明と甲４発明は，飲食物を搬送する装置に関する発明であり，客

から注文を受けた飲食物を搬送することがある点で共通するから，当業者であれば

甲１０発明に甲４発明を適用することに支障はない。 

したがって，相違点２に係る構成に関し，注文品（客から注文を受けた飲食品）

を搬送することが想定されておらず，甲４発明を甲１０発明に適用する動機付けが

ないとした審決の判断には誤りがある。 
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(2) 前記(1)のとおり，甲１０発明でも，調理人が客から注文を受け付け，注文

に応じた飲食物をコンベアに載せて客の近傍まで搬送することが排斥されておらず，

注文品を搬送することが想定されていないわけではない。したがって，甲１０発明

においても，搬送手段で搬送する飲食物（注文品）容器と無端状の搬送路で搬送す

る飲食物容器とを客が区別する必要があり，甲１０発明に甲８発明を適用する動機

付けがある。 

したがって，相違点３に係る構成に関し，かかる動機付けがないとした審決の判

断には誤りがある。 

(3) 結局，甲１０発明と本件発明の相違点に係る構成の容易想到性についての

審決の判断には誤りがある。 

３ 甲４発明を主引用例とした場合の容易想到性の判断の誤り（取消事由３） 

(1) 審決は，甲４発明を主引用例とした場合の本件発明の容易相当性につき，

「請求人は審判請求書において，甲９発明に基づくもの以外に甲各号証の様々な組

み合せに基づく容易想到性を主張しているが，甲各号証をどのように組み合わせて

も，上記で検討してきた諸点のうち，少なくとも『搬送手段で搬送する注文品を載

せた飲食物容器と無端状をなす搬送路により搬送される飲食物容器とが客に区別さ

れるように，』搬送手段と搬送路の配置関係や移動速度を本件発明のように特定する

点に想到することが容易になし得たこととはいえない。」（２３頁）と判断した。 

(2)  搬送手段と搬送路と間で，搬送される飲食物容器の移動速度を変えるこ

とや，客に区別されるように装置の高さを変えることは，甲第８，１０号証に記載

されている。他方，本件特許の出願過程や明細書の図面に照らせば，注文品を搬送

する搬送手段と，そうでない搬送路とが機能的に関連していないことは明らかであ

る。 

そうすると，甲４発明に本件出願日当時に周知の「無端状搬送路」や甲第８，１

０号証に記載された発明を適用すれば，当業者において本件発明に容易に想到でき

たものである。 
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しかるに，審決は前記のとおり，甲４発明を主引用例とした場合の本件発明の容

易想到性を否定したものであって，審決のこの判断には誤りがある。 

 

第４ 取消事由に関する被告の反論 

１ 取消事由１に対し 

(1) 甲８発明は，甲第８号証の段落【００１１】の記載から明らかなとおり，

高速搬送レーンで搬送される飲食物は，スタッフによって取り上げられて注文した

客のところに置かれることを大前提としており，注文した客が自らの手で飲食物を

取り上げることを予定していない。むしろ，甲８発明においては，一般のクレセン

トチェーンと高速搬送レーンとの間に仕切板を設けて，注文した客以外の一般の客

が注文品を見ることができないようにする構成が開示されており，注文品が一般の

客から取り上げられることがないようにすることが念頭に置かれている。 

他方，甲４発明の配膳装置は，客が個別に注文した飲食物を客のところに搬送す

るもので，客が飲食物を取り上げることが念頭に置かれており，甲８発明の搬送装

置のように循環搬送装置と個別搬送装置の双方があるわけではない（個別搬送装置

しかない。）。 

したがって，甲８発明の搬送装置と甲４発明の配膳装置とは，その使用目的，用

途，使用態様が異なり，甲８発明に甲４発明を適用する動機付けはないし，甲８号

証中にも，甲第４号証中にも，相違点３に係る構成に到達するためにしたはずであ

るという程度の示唆もない。なお，省力化という技術的課題が共通するというだけ

では，甲８発明に甲４発明を適用する動機付けとして十分でない。また，甲第１０

号証では，客が個別に注文した飲食物を個別に搬送するという発想が記載されてい

ない。 

よって，甲８発明に甲４発明を適用する動機付けはなく，相違点３に係る構成に

容易に想到できないとした審決の判断に誤りがあるとはいえない。 

(2) 審決は，相違点４に関し，甲４発明を考慮していないから，甲４発明の適
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用の当否に係る原告の主張は失当である。 

また，甲第８号証の段落【００１１】の記載に照らせば，従業員（スタッフ）は

高速搬送レーン上のネタ皿を取ることができるが，客は目の前に位置するクレセン

トチェーンの先のネタ皿を取ることはできないというべきであるし，段落【００１

５】の記載は，従業員と客とを区別するものであって，注文した客とその余の客を

区別する趣旨のものではない。甲８発明は客が注文した飲食物を自ら取り上げるこ

とを想定していない一方，甲第１０，２３，２４号証に記載された事項は，注文し

た客が自ら飲食物を取り上げる構成であって，両者は技術的な方向性が逆であるか

ら，甲８発明に甲第１０，２３，２４号証に記載された事項を適用する動機付けは

存せず，また，甲第８号証等にはかかる適用により相違点４に係る構成に到達した

はずであるとの示唆も存しない。 

したがって，相違点４に係る構成に容易に想到できないとした審決の判断に誤り

があるとはいえない。 

(3) 結局，甲８発明と本件発明の相違点に係る構成の容易想到性についての審

決の判断に誤りがあるとはいえない。 

２ 取消事由２に対し 

甲第１０号証１頁の「本案は飲食者の眼前を飲食物が移動し，飲食者に対し好み

の飲食物を供給する」との記載は，これはいわゆる回転寿司店において，客が搬送

レーンの上を移動する飲食物をその好みに応じて自ら取り上げるという当然の事柄

を示すものにすぎず，客の注文に応じて作られた飲食物が搬送レーンを移動するこ

とを含意したり示唆したりするものではない。また，甲第１０号証４頁の記載も，

客が個別に注文することや，客の注文に応じて作られた飲食物が搬送されることを

含意したり示唆したりするものではない。そうすると，甲１０発明においては，客

の注文を受け付け，注文に応じて作られた飲食物が搬送されることは想定されてい

ないから，この旨をいう審決の認定判断に誤りがあるとはいえない。 

したがって，相違点２，３に係る構成に容易に想到できないとした審決の判断に
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誤りがあるとはいえず，甲１０発明と本件発明の相違点に係る構成の容易想到性に

ついての審決の判断に誤りがあるとはいえない。 

３ 取消事由３に対し 

(1) 原告は本件訂正後の請求項１の本件発明につき，無効審判手続において甲

第４号証を主引用例とした無効理由を主張していないから，かかる無効理由に対す

る判断の誤りを審決取消事由として構成することはできないが，仮にそうでないと

しても，本件発明の進歩性は否定されない。 

(2) 審決は，甲第４号証に記載された発明（甲４発明）は「食卓と厨房間を周

回するものであって，飲食物を運ぶ模型列車を係止する無端のチェーンドライブと，

チェーンドライブ回転用モータとを備え，チェーンドライブの回転をコンピュータ

制御するものにおいて，いずれかの食卓から注文がなされると，列車は指示された

食卓まで進んで停止し，そのさい進行距離は正確にモータの回転数で検知され，コ

ンピュータ処理されて誤差がほとんど無いとともに，再走行，帰着を行う配膳装置。」

であると認定したから，甲４発明と本件発明との一致点は「厨房内の飲食物容器の

供給部から搬送方向に向かって移動する搬送手段を設け，前記供給部において前記

搬送手段の定位置には飲食物容器の保持部を有し，注文客より注文を受付け，厨房

内にて注文品を載せた飲食物容器を載置したのち，前記搬送手段を作動させて前記

飲食物供給容器を前記供給部から前記注文客の食卓まで搬送して停止させ，前記飲

食物容器が前記注文客に取られたのち，搬送手段を前記供給部に帰着することを特

徴とする飲食物容器の供給方法」である点にあり，両発明の相違点は，①「搬送手

段」が，本件発明では「往復運動する」ものであるのに対し，甲４発明では，「再走

行，帰着」するものではあるが，「往復運動する」ものではない点（相違点１），②

飲食物の客への提供方法が，本件発明では「客が飲食物を取って飲食するために，

飲食物が載置された飲食物容器が順次搬送される無端状をなす搬送路」を備えるの

に対し，甲４発明では無端状をなす搬送路を備えない点（相違点２），③「搬送手段」

が，本件発明では「搬送路により囲まれた中央の空間部内に設けている」のに対し，
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甲４発明ではそのような構成を備えない点（相違点３），④「搬送手段」が，本件発

明では「搬送手段で搬送する前記注文品を載せた飲食物容器と前記無端状をなす搬

送路により搬送される飲食物容器とが客に区別されるように，前記搬送手段の移動

速度を，前記搬送路の循環搬送速度よりも速くし，かつ前記搬送手段の搬送面の高

さを，前記搬送路の搬送面よりも若干高くした」のに対し，甲４発明ではそのよう

な構成を備えない点（相違点４）にある。 

(3) 甲４発明の配膳装置は個別の注文客の注文品を搬送するためにのみ用い

られる装置であって，注文品以外の飲食物を搬送することは想定されていないから，

「客が飲食物を取って飲食するために，飲食物が載置された飲食物容器が順次搬送

される無端状をなす搬送路」を備える必要がない。したがって，甲４発明に周知の

無端状搬送路や甲第８，１０，２３，２４号証に記載された発明ないし技術事項を

適用する動機付けがなく，当業者において相違点２，４に係る構成に想到すること

は容易でない。 

また，甲第１０，２３，２４号証の搬送装置の内側の搬送路は，注文客の注文品

を搬送する装置ではなく，甲第８号証の高速搬送レーンも客が自らの手でネタ皿を

取り上げることを想定していない。そうすると，甲４発明の記載事項に係る上記理

由とから，甲４発明に甲第８，１０，２３，２４号証に記載された発明ないし技術

事項を適用する動機付けがなく，当業者において相違点３に係る構成に想到するこ

とは容易でない。 

結局，甲第４号証を主引用例としたとしても，本件出願日当時，当業者において

相違点２ないし４に係る構成に容易に想到することはできないから，この旨をいう

審決の判断に誤りがあるとはいえない。 

 

第５ 当裁判所の判断 

１ 取消事由１（無効理由３についての容易想到性の判断の誤り）について 

(1)ア 審決は，特開平１１－１６４７６４号公報（甲第８号証）に記載された
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発明（甲８発明）の高速搬送レーンの上のネタ皿を客自身が取り上げることは想定

されておらず，甲８発明の高速搬送レーンに特開昭６１－１３５６１１号公報（甲

第４号証）に記載された発明（甲４発明）を適用する動機付けがないと判断したも

のであるが，甲第８号証の発明の詳細な説明には，次のとおりの記載がある。 

・「従来，顧客の注文は，回転飲食台の内側にいるスタッフが職人に伝え，個別的

に席まで運ぶことが多かった。しかし，店舗面積が拡大し，客席数が増えると，個

別的な注文を捌ききれなくなる。」（段落【０００６】） 

・「・・・当然であるが，従来提案されている各種装置は，・・・未だ改良の余地

を残している。隙間を空けないネタ皿の配置バランスや，バリエーションを持たせ

たネタ皿の順番構成などは，人的な判断に任せた方が効率的な場合が多いからであ

る。時間帯による消費動向の判断，馴染みである顧客の好みの個別的判断など，よ

り質の高い細かなサービスを瞬時に判断して対応することは，センサ装置と連動さ

せたコンピュータ処理だけでは実現することが極めて困難である。要求されるサー

ビス内容と店内状況は，短時間のうちにめまぐるしく変化するからである。」（段落

【０００７】 

・「そこで本発明の目的は，最小人数のスタッフを回転飲食台に専属従事させるこ

とを前提として，最小限の動きで，顧客の注文を効率的に捌くことを可能とする点

にある。」（段落【０００８】） 

・「【作用】・・・本発明に係る装置は，このクレセントチェーンの内側に高速搬送

レーンを配設してなる。調理場において作られた個別注文の寿司は，ネタ皿に乗せ

られ，高速搬送レーンによって店内に送られる。回転飲食台の内側にいるスタッフ

は，高速搬送レーンによって運ばれたネタ皿を適当位置で取り上げ，注文のあった

顧客カウンターに置く。高速搬送レーンは，顧客の目の前を移動するクレセントチ

ェーンの奥に位置する別ルートの搬送路であるから，他の顧客は高速搬送レーン上

を移動するネタ皿を取ることは出来ない。好ましくは，一般のクレセントチェーン

と高速搬送レーンとの間に仕切板を設け，視覚的にも一般顧客からは見えないよう
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に配慮する。」（段落【００１１】） 

・「高速搬送レーンは店内スタッフが専用使用するものであり，店内スタッフが心

理的に圧迫されない程度の移動速度を実現すれば良いので，その速度は，・・・とす

る。この速度はクレセントチェーンの約５倍の速度であるが，・・・・。この速度は，

移動してくるネタ皿を通常の店内スタッフが十分な判断力とゆっくりした動作で取

ることができる限界速度である。」（段落【００１５】） 

・「高速搬送レーン２１はクレセントチェーンの内側全周にわたって設ける必要は

ない。カウンタの内側に配置されたスタッフの近くまでネタ皿を搬送できれば，店

内スタッフの移動距離を軽減するという本発明の目的を達成することが出来るから

である。」（実施例，段落【００１８】） 

・「また，各コンベアの先端部３５には，例えばリミットスイッチを設けるなどし

て先頭のネタ皿がレーンの終点まで来た場合にコンベアの駆動を一時停止させるこ

とが望ましい。高速搬送レーン２１で搬送されるネタ皿は，基本的には客席からの

個別注文を含め店内スタッフが調理場に発した注文に応じて送られてくるものであ

るが，店内が混雑し，高速搬送レーンで搬送される皿数が多い場合などには，レー

ン上のネタ皿をスタッフが捌ききれないことも考えられるからである。」（段落【０

０２０】 

・「顧客カウンタの内側には，適当人数のスタッフを配置する。各スタッフは，客

席に座った顧客からの個別注文を受け，調理場３０に伝達する。調理場において作

られた個別注文の寿司は，ネタ皿に乗せられ，高速搬送レーン２１によって店内に

送られる。カウンタ内にいるスタッフは，高速搬送レーン２１によって運ばれたネ

タ皿を適当位置で取り上げ，注文のあった顧客カウンターに置く。尚，高速搬送レ

ーン２１は客席から見てクレセントチェーン１１の奥に位置するから，高速搬送レ

ーン上のネタ皿を他の顧客が取ることは出来ない。」（段落【００２２】） 

イ これら甲第８号証の記載は，いずれも，飲食物を盛ったネタ皿を周軌道

に沿って循環搬送するクレセントチェーン（略三日月形の板を環状に繋いで搬送面
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とする搬送装置）を設けた回転飲食台の内側に，客に対するサービスを行うスタッ

フ（飲食物の調理を行う職人以外の従業員）を配置し，スタッフが客から飲食物の

注文を受け付けて職人に注文を引き継ぎ，職人が注文に応じて飲食物を調理し，こ

れを上記クレセントチェーンとは別個の装置である高速搬送レーンに載せて客に向

けて搬送し，飲食物を載せたネタ皿が客の近傍に来たところでスタッフがネタ皿を

取り上げて，回転飲食台外側の席に座っている客にこれを渡すことを前提にしてい

ることは明らかである一方，甲第８号証には，高速搬送レーンによって自己の近傍

まで来たネタ皿を，客が自ら取り上げて飲食に供することもある旨の記載はなく，

これを示唆する記載もない。そうすると，甲８発明では高速搬送レーンによって送

られるネタ皿を客が取ることは想定されていないとの審決の認定に誤りがあるとは

いえない。 

原告は，甲８発明等の技術的課題の一つは省力化であるところ，甲第８号証の段

落【０００８】にいう「最小限」にはスタッフの人数を０にすることも含まれるな

どと主張する。確かに，甲８発明はスタッフや職人の省力化を解決すべき技術的課

題の一つとするが（段落【０００８】），甲第８号証中には，回転飲食台内側のスタ

ッフをなくすことも可能である旨の記載も示唆もないし，前掲段落【０００７】に

は，従来の装置における改善の余地として，コンピュータ処理だけでは要求される

サービス内容等を実現するのが困難で，かえって人の判断に任せた方が効率的な場

合が多い旨の記載があり，客に対するサービスの提供の面において，スタッフ（従

業員）の手を介する長所が指摘されている。加えて，客が店舗のスタッフから注文

品の載ったネタ皿を受け取ることと，客が高速搬送レーンで送られたネタ皿を自ら

取り上げることとの間では，客に対するサービスの質が別次元のものとなることは

否めない。客がネタ皿を自ら取り上げることとしたのでは，慣れない客でも容易に

取り上げることができるために，また事故が生じないよう，ある程度高速搬送レー

ンの搬送速度を小さくせざるを得ないから，甲８発明において，客の取りやすさを

考慮して小さくしているクレセントチェーンの搬送速度に比して，作業効率を重視
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して高速搬送レーンの搬送速度を大きくできるとしている段落【００１５】の記載

の趣旨に反することになる。そうすると，甲第８号証の段落【０００８】にいう「最

小限」にスタッフの人数を０にすることが含まれるとまで読み込むことはできず，

原告の上記主張は採用できない。 

ウ 甲第４号証には，無効理由３について審決が認定した技術的事項が記載

されている（前記第２の４(1)）。しかし，前記イのとおり，甲８発明では高速搬送

レーンによって送られるネタ皿を客が取ることは想定されていないから，甲８発明

と甲４発明が同一の技術分野に属し，客に飲食物を供給するというごく抽象的なレ

ベルでは使用目的，用途や使用用途に共通するところがあるとしても，客が搬送さ

れてくるネタ皿を自ら取り上げることを前提とする甲４発明を適用する動機付けが

ない。 

(2) 前記(1)のとおり，甲８発明では高速搬送レーンによって送られるネタ皿を

客が取ることは想定されていないから，注文品を搬送する高速搬送レーンとそれ以

外の飲食物を搬送する通常のクレセントチェーンの高さを各別に異ならせ，両搬送

装置を移動する飲食物（ネタ皿）相互の区別をより明瞭にする必要に乏しく，かか

る高さを異にする構成を採用する動機付けに欠ける。 

原告は，客が高速搬送レーンの上のネタ皿を物理的に取り上げることができない

わけではないなどと主張して審決の認定を非難するが，甲第８号証の段落【００１

１】の記載にかんがみれば，甲８発明の装置において客が高速搬送レーンのネタ皿

を自ら取り上げることがないように配慮されていることは明らかである。のみなら

ず，甲８発明に基づく本件発明の容易想到性判断（動機付け）においては，装置の

物理的構造上，客が高速搬送レーンからネタ皿を物理的に取り上げることができる

か否かに焦点を当てるのではなく，サービスの同質性の有無も念頭に置く必要があ

るのであって，原告の上記主張は失当といわなければならない。 

(3) 結局，甲８発明に甲４発明を適用することは困難で，本件出願当時，当業

者において相違点３及び４に係る構成に容易に想到することはできないというべき
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であり，この旨をいう審決の容易想到性判断に誤りがあるとはいえない。よって，

原告が主張する取消事由１は理由がない。 

２ 取消事由２（無効理由４についての容易想到性の判断の誤り）について 

実開昭６１－１１３６７２号公報（実願昭５９－２００６７２号のマイクロフィ

ルム，甲第１０号証）に記載された発明は，内外二重の無端状（環状ないし周状）

の搬送装置を設け，内側の搬送装置（搬送手段）を外側の搬送装置（搬送路）より

も若干高くした装置に関するものであるが，これは一重の搬送装置では客がカウン

ターの片側しか使用しないため，カウンターの両側を使用してもらうべく二重の搬

送装置の構成としたものにすぎず（２頁），そこには，搬送装置の外側に着席した客

が注文を出すことや，客の注文に応じた飲食物を通常の搬送ルートとは別の搬送ル

ートを利用して当該客の近傍まで搬送することは記載も示唆もされていない。 

また，甲第１０号証には，「両コンベア(1)(2)を同時に使用することにより，一挙

に多量の飲食物を消化出来ると共に，又回転方向を内外逆にすることにより，お客

に対し，商品の展示を２倍のスピードで提供することが出来，更に内外二段にする

ことにより，価格の区分及び商品区分等もし易くなるものである。」（３，４頁）と

の記載があるのみであるから，甲１０発明の装置の目的が供給量の向上等にあるこ

とは明らかである。論理的に内側の搬送装置（搬送手段）を注文に応じた飲食物の

搬送専用に用いることがあり得るとしても，あくまで装置の構成の選択の可能性の

レベルの問題にすぎないし，甲第１０号証において搬送装置を任意の位置まで動か

してから停止させる手段が全く開示されていないことにかんがみると，調理人が客

から注文を受け付け，注文に応じた飲食物をコンベアに載せて客の近傍まで搬送す

ることは甲１０発明では想定されていないといわざるを得ない。 

そうすると，甲１０発明に甲４発明や甲８発明を適用する動機付けに欠けるから，

この旨をいう審決の判断に誤りがあるとはいえず，その余の点につき判断するまで

もなく原告が主張する取消事由２は理由がない。 

３ 取消事由３（甲４発明を主引用例とした場合の容易想到性の判断の誤り）に
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ついて 

(1) 原告が第１次審決取消後の審判手続において提出した審判事件弁駁書（甲

６９）の「第２ 本件発明１に対する無効理由」では，甲８発明と本件発明との一

致点・相違点の主張がされているのみで，甲４発明と本件発明との一致点・相違点

の主張はされていないし，甲第４号証を主引用例として扱ったことを窺わせる記載

は存しない。したがって，原告が上記弁駁書で主張した無効理由では，甲第８号証

のみが主引用例となり，甲第４号証は副引用例にすぎないことが明らかである。 

被告は，審判手続におけるこのような経緯に基づき，本件訴訟において甲第４号

証を主引用例とする無効理由の主張に対する判断の誤りを審決取消事由として構成

することはできないと主張する。しかし，被告は進んで，原告のこの点の取消事由

に対して反論しており，甲第４号証も本件審判請求の証拠方法として掲げられてい

るので，甲第４号証を主引用例とし，これに記載された発明に甲第１０号証に記載

された発明又は甲第１９ないし２２号証に記載された周知技術「無端状搬送路」を

適用することに基づいて，当業者が本件発明に容易に想到できたか否かを以下に検

討する。 

(2) 甲第４号証に記載された発明は，客の注文に応じて調理された飲食物を，

食卓と厨房との間を周回する無端のチェーンドライブに係止された模型列車に載せ

て当該注文をした客の食卓まで搬送し（チェーンドライブはコンピュータで制御さ

れているので，模型列車は食卓の近傍で停止する。），配膳する装置に関する発明で

ある一方（特許請求の範囲，発明の詳細な説明２，３頁），甲第１０号証に記載され

た発明は，内外二重の搬送装置をカウンターと調理場を結ぶように設ける装置に関

する発明であるが，後記のとおり，搬送装置の外側に着席した客が注文を出すこと

や，客の注文に応じた飲食物を通常の搬送ルートとは別の搬送ルートを利用して当

該客の近傍まで搬送することは記載も示唆もされていない。また，甲第１９ないし

２２号証に記載されている搬送装置は，無端環状のものであるが，同様に，搬送装

置の外側に着席した客が注文を出すことや，客の注文に応じた飲食物を通常の搬送
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ルートとは別の搬送ルートを利用して当該客の近傍まで搬送することは記載も示唆

もされていない。そして，甲第８号証に記載された搬送装置は，クレセントチェー

ンを設けた回転飲食台の内側に高速搬送レーンを設けたものであるが，高速搬送レ

ーンで搬送されるネタ皿を客が取り上げることは想定されておらず，スタッフがこ

れを取り上げるものである。そうすると，甲第４号証に記載された発明と甲第８，

１０号証に記載された発明や甲第１９ないし２２号証に記載された周知技術とは，

搬送装置から客が飲食物を自ら取り上げることが含まれる点（甲第８号証において

はクレセントチェーンからのみである。）で共通するとしても，少なくともこれらを

組み合わせる動機付けに欠け，当業者において本件発明に容易に想到することはで

きないというべきである。 

そうすると，審決が説示するとおり，「少なくとも『搬送手段で搬送する注文品を

載せた飲食物容器と無端状をなす搬送路により搬送される飲食物容器とが客に区別

されるように，』」搬送手段の移動速度を搬送路の循環搬送速度よりも速くしたり，

搬送手段の搬送面の高さを搬送路の搬送面よりも若干高くするという構成（被告が

主張する相違点４）に当業者において容易に想到することができないから，かかる

審決の判断に誤りがあるとはいえず，原告が主張する取消事由３は理由がない。 

 

第６ 結論 

以上によれば，原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから，主文のとお

り判決する。 
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